
 ○実施事業所及び助成者数

 ○受講した研修及び取得した資格

(1)介護職員初任者研修     1名

(2)介護福祉士実務者研修　 8名

(3)介護福祉士　　　　   　2名

(4)介護支援専門員　　　 　0名

事業実施の
背景・目的

　介護職については、労働条件の厳しさから離職率が高いことが全国的に問題
となっており、本町においても同様である。本事業は、町内事業所における介
護従事者の低下に歯止めをかけ、将来にわたる本町の介護従事者の人材確保を
目的とするものであり、地域介護福祉事業の更なる充実を図るため、本町に所
在する介護サービス事業所に対し、介護資格取得に必要な経費の一部を助成す
ることで、事業所における人材の確保、育成及び定住促進を図る。

清水町介護人材育成確保事業（令和5年度）

事 業 年 度 　平成２９年度～ 令和5年度予算 700,000円

事 業 概 要

　町内介護サービス事業所に就業している職員又は今後就業しようとする者
で、資格取得後２年以上同事業所に勤務する確約のある者の研修及び資格取得
に関する経費の一部を事業所へ助成する。
　
○対象となる研修及び資格
　(1)介護職員初任者研修
  (2)介護福祉士実務者研修
  (3)介護福祉士
  (4)介護支援専門員
○対象経費
　(1)受講料
  (2)受験料
  (3)教材費
  (4)町長が適当と認めた経費
○助成金の額
    対象経費の２分の１（１事業所10万円上限）
○助成金の申請は、それぞれの研修等につき１人１回限り
○助成金の返還
　　対象者が資格取得後２年以内に退職（疾病等その他やむを得ない理由であ
　ると町が認めた場合を除く。）したときは、次に定める額を返還
　　１年未満の退職　　      　助成金交付額の全額
　　１年以上２年以内の退職　　助成金交付額の２分の１の額

事 業 状 況
(令和5年度)

事業所名 助成者数 助成額 内　返還額

Ａ

Ｂ

Ｄ 2名 34,000円

Ｃ 1名 32,000円

Ｆ 1名 43,000円

Ｅ 1名 14,000円

283,000円

Ｇ 2名 60,000円

Ｈ 4名 100,000円

※0事業所　0件取り下げ（　　　円×　件＝0円）

合　計 11名 283,000円 0名 0円

実助成額 11名


